
神奈川支部の概況と主な取組 

平成30年度第4回神奈川支部評議会 

資料４ 



平成 29 年度 30

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

105,090 106,047 107,100 108,095 109,058 110,065 110,961 111,740 112,413 113,275 114,176 114,863

910,679 918,354 923,574 928,341 930,411 933,688 936,537 939,788 942,280 943,728 946,461 947,723

598,707 600,356 602,381 604,662 605,318 606,349 608,406 610,885 612,699 614,705 616,578 618,033

313,204 312,634 312,247 312,537 313,171 318,419 318,204 317,958 317,701 317,651 317,778 317,634

13,602 14,012 14,309 14,334 13,914 13,984 14,355 14,154 14,739 14,516 14,315 16,013加入者一人当たり医療費（円）

適用事業所数（件）

被保険者数（人）

平均標準報酬月額（円）

被扶養者数（人）

平成30年9月末の適用事業所数は120,218事業所であり、対前年
同月比は＋9.2％と全国平均の＋5.2％を大きく上回っています。 

平成30年9月末の被保険者数（法第3条第2項を除く）は974,139
人であり、対前年同月比＋4.3％と全国平均の+2.5％を大きく上
回っています。また、被扶養者数は617,636人（対前年同月比
+1.9％）であり、扶養率は0.634となっています。 

被保険者のうち、任意継続被保険者数は9,041人（同△2.2％）で
被保険者全体の0.93％となっています。 

協会けんぽ神奈川支部 適用等状況 

＜適用事業所＞ 

＜被保険者・被扶養者＞ 

平成30年9月末の平均標準報酬月額は321,370円（対前年同月比
＋0.9％）となっており、全国平均291,181円を上回っています。 

平成30年9月末の加入者１人当たり医療費は13,494円（対前年同月
比△3.5％）となっており、うち、入院が3,723円（同＋1.2％）、
入院外（調剤分含む）が8,156円（同△5.8％）となっています。 

＜平均標準報酬月額＞ 

＜加入者一人当たり医療費＞ 

※ 医療費は、社会保険診療報酬支払基金審査分（入院、入院外、歯科、調剤に係る
もの）。 

平成 30 年度 31

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

116,068 116,941 117,758 118,575 119,427 120,218

959,272 964,371 967,850 971,082 971,566 974,139

614,923 614,309 615,442 616,622 616,588 617,636

316,060 315,516 315,093 315,566 316,072 321,370

13,756 14,192 14,506 14,630 14,244 13,494加入者一人当たり医療費（円）

適用事業所数（件）

被保険者数（人）

被扶養者数（人）

平均標準報酬月額（円）



協会けんぽ神奈川支部 適用等状況 



平成29年度平均の被保険者数（法第3条第2項を除く）は
933,464人（対前年度比＋7.2％）、被扶養者数は608,257人
（同+3.5％）であり、扶養率は0.652となっています。 

被保険者のうち、任意継続被保険者数は9,272人（同△7.0％）
で被保険者全体の0.1％となっています。 

協会けんぽ神奈川支部 適用等状況 

＜適用事業所＞ 

＜被保険者・被扶養者＞ 

平成29年度平均の平均標準報酬月額は315,762円（対前年度比
＋0.2％）となっています。 

平成29年度平均の加入者１人当たり医療費は176,927円（対前年
度比+2.6％）となっており、うち、入院が45,456円（同＋
2.0％）、入院外（調剤分含む）が106,985円（同＋3.0％）と
なっています。 

＜平均標準報酬月額＞ 

＜加入者一人当たり医療費＞ 

※ 医療費は、社会保険診療報酬支払基金審査分（入院、入院外、歯科、調剤、食事
療養、訪問看護に係るもの）および療養費分。 

年度推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

66,798 68,564 69,007 69,629 70,255 72,875 78,266 86,728 98,067 110,240

673,150 682,517 693,688 698,376 710,443 738,734 773,698 821,240 871,044 933,464

494,788 501,136 516,429 515,958 520,645 535,112 553,336 575,159 587,970 608,257

- - - 309,169 308,798 309,189 311,097 313,173 315,149 315,762

- - - 159,309 160,804 163,080 165,784 172,034 172,458 176,927

※平成20年度から22年度までは年度末時点、平成23年度以降は年度平均

加入者一人当たり医療費（円）

適用事業所数（件）

被保険者数（人）

被扶養者数（人）

平均標準報酬月額（円）

平成29年度平均の適用事業所数は110,240事業所（対前年度比
＋12.4％）となっています。 



協会けんぽ神奈川支部 適用等状況 



協会けんぽ神奈川支部 給付状況 
平成 29 年度 （千円）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

15,920,378 16,543,470 16,952,686 17,099,464 16,700,866 16,730,180 17,270,541 17,096,447 17,787,853 17,543,394 17,338,054 19,431,193

2,204,330 1,484,466 1,485,505 2,465,152 1,457,442 1,698,467 1,546,528 3,157,393 1,989,950 1,679,795 1,858,749 1,922,505

265,989 253,767 267,600 260,877 278,646 287,677 276,016 276,853 294,513 270,540 271,568 284,086

155,627 148,564 119,942 117,811 116,485 93,730 90,560 145,951 157,092 112,012 104,655 122,977

625,736 671,853 657,604 653,851 685,266 660,625 731,377 717,952 749,730 686,031 758,308 750,216

6,050 5,250 8,150 5,450 5,750 5,900 6,400 6,200 6,100 5,600 9,100 8,700

983,048 198,356 220,472 1,242,836 156,840 446,076 244,420 1,815,960 547,280 397,808 500,192 542,032

167,879 206,676 211,711 184,327 214,448 204,459 197,727 194,476 235,148 207,735 214,834 214,381

現物給付

現金給付

療養費

傷病手当金

埋葬料

出産育児一時金

出産手当金

高額療養費



協会けんぽ神奈川支部 給付状況 



協会けんぽ神奈川支部 給付状況 
年度推移 (千円）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

130,166,018 131,751,385 140,799,003 143,574,673 147,582,465 155,490,177 164,783,386 181,230,118 190,262,067 206,414,526

16,436,197 18,231,286 18,579,331 17,855,432 17,538,557 17,699,138 18,667,838 17,938,221 20,053,582 22,950,142

2,000,621 2,209,792 2,294,841 2,369,137 2,431,397 2,543,073 2,773,187 2,803,873 3,083,579 3,288,132

2,058,436 2,728,962 2,333,021 2,221,256 1,915,973 1,557,005 1,774,624 1,592,392 1,778,472 1,485,405

6,369,539 6,844,072 6,854,599 6,283,524 6,090,371 6,324,798 6,565,260 6,912,038 7,557,572 8,348,549

89,125 63,289 78,900 69,342 73,490 69,330 72,759 71,520 76,686 78,650

4,739,330 5,139,850 5,657,130 5,461,155 5,501,554 5,543,371 5,637,106 4,452,720 5,308,204 7,295,320

1,177,992 1,245,138 1,360,715 1,450,282 1,525,770 1,661,397 1,844,769 2,105,498 2,248,342 2,453,802

高額療養費

傷病手当金

埋葬料

出産育児一時金

出産手当金

現物給付

現金給付

療養費



協会けんぽ神奈川支部 給付状況 



加入者１人当たり医療費の全国順位 
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支部別加入者１人当たり医療費の状況（２８年度） 

入院 入院外（調剤を含む） 歯科 その他 

神奈川支部の１人当たり医療費は１７２，３５５円。 
都道府県順位は低いほうから１８番目。 

（出所）「都道府県医療費の状況」（２６～２８年度、協会けんぽ） 

神奈川支部の医療費 



加入者１人当たり医療費推移（全国対比） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

入院 ４２，５６６ ４２，６３７ ４３，６７４ ４４，５６２ 

（順位）全国比 (12) ▲３，１５０ (10) ▲３，７４２ ( 8) ▲３，８６５ ( 9) ▲３，４１７ 

入院外（含調剤） ９７，９７６ ９９，８３３ １０４，８５２ １０３，８６８ 

（順位）全国比 (35) ＋２，２７２ (34) ＋２，３０５ (29) ＋１，８３４ (29) ＋１，５３６ 

歯科 １８，２５６ １８，８８８ １９，１３０ １９，４７４ 

（順位）全国比 (39)   ＋６０８ (39)   ＋６６７ (38)   ＋５９７ (37)   ＋５９７ 

その他 ４，２８１ ４，４２７ ４，３７９ ４，４５２ 

（順位）全国比 (23)   ▲４６７ (27)   ▲３９０ (23)   ▲４９８ (24)   ▲４０８ 

合計 １６３，０８０ １６５，７８４ １７２，０３４ １７２，３５５ 

（順位）全国比 (26)   ▲７３７ (21) ▲１，１５９ (18) ▲１，９３２ (18) ▲１，６９２ 

神奈川支部は、年度を追うごとに全国との乖離を広げてきたが、２７～２８年度は乖離が縮小。 

（出所）「都道府県医療費の状況」（２６～２８年度、協会けんぽ） 

神奈川支部の医療費 



加入者１人当たり医療費（首都圏他支部対比） 

神奈川 埼玉 千葉 東京 

入院 ４４，５６２ ４３，１３５ ４５，１３２ ４２，７５３ 

（順位） ( 9) ( 5) (10) ( 3) 

入院外（含調剤） １０３，８６８ ９９，６６８ １０２，２４５ １０１，３９１ 

（順位） (29) ( 9) (22) (18) 

歯科 １９，４７４ １８，５５１ １９，００４ １９，６６１ 

（順位） (37)    (29) (34) (39) 

その他 ４，４５２ ４，７６６ ４，３６０ ４，９０９ 

（順位） (24) (33) (22) (36) 

合計 １７２，３５５ １６６，１２０ １７０，７４１ １６８，７１４ 

（順位） (18) ( 8) (15) (11) 

内訳をみると、神奈川支部は首都圏他支部と比べて入院外（含調剤）の医療費が高い。 

（出所）「都道府県医療費の状況」（２６～２８年度、協会けんぽ） 

神奈川支部の医療費 



平成30年度第3回評議会（平成30年12月）以降に実施した主な取組 

【平成30年12月～平成31年1月】 
 

（１）平成30年12月～平成31年1月 健康保険委員の委嘱拡大に向けた勧奨（継続実施） 
   

  ・以前に勧奨した大規模事業所（被保険者100人以上）に対し再勧奨を実施、加えて中規模事業所（被  
  保険者60～99人）向けにも勧奨文書送付 
  ・他保険者（健康保険組合など）から移行してきた事業所に対し勧奨文書送付 
  ・12月末の委嘱者数は4,413人であり、11月末からの増加数は107人 
 
 

（２）平成30年12月 限度額適用認定証の利用促進にかかる広報 … 17～18ページ参照 
   

  ・国保からの切替時の広報及び医療費助成事業対象者に対する市区町村窓口での広報ツールとして、県   
  内市区町村の国民健康保険担当部局及び医療費助成事業担当部局担当課へ協力依頼文書及び資料を送付 
 
 

（３）平成31年1月 大和市と協働による健康経営の周知啓発 … 19ページ参照 
 

  ・大和市内の57事業所に「かながわ健康企業宣言」、「健診の受診および結果データの提供」の勧奨文 
  書およびチラシを送付 
  ・大和市産業活性課と協働し、大和市が実施する健康経営推進事業の案内を同封 



平成30年度第3回評議会（平成30年12月）以降に実施した主な取組 

【平成30年12月～平成31年1月】 
 

（４）平成31年1月 神奈川県後発医薬品促進協議会での意見発信 … 20～31ページ参照 
   

  ・協会本部が作成したジェネリックカルテ等を基に、神奈川県後発医薬品促進協議会で、ジェネリック 
  使用割合が低い神奈川県の阻害要因・課題等について意見発信 



１．基盤的保険者機能関係

項　　目 平成29年度実績 平成30年度目標 平成30年度実績 備考

0.386% 前年度以上 0.409% 平成30年度は11月末実績

加入者一人あたり効果額 113円 117円を上回る 83 円 平成30年度は11月末実績

加入者一人あたり効果額の伸び率 △3.4％ 前年度以上 9.2% 平成30年度は11月末実績

点検員一人あたり効果額 7,564,165円 7,564,165円を上回る 5,695,583 円 平成30年度は11月末実績

点検員一人あたり効果額の伸び率 2.3% 前年度以上 12.6% 平成30年度は11月末実績

再審査請求件数 168,830件 168,830件を上回る 129,748 件 平成30年度は11月末実績

加入者一人あたり効果額 197円 前年度以上 136 円 平成30年度は11月末実績

加入者一人あたり効果額の伸び率 15.2% 前年度以上 △8.7％ 平成30年度は11月末実績

10件 前年度以上 3 件 平成30年度は11月末実績

630件 前年度以上 339 件 平成30年度は11月末実績

1.28% 前年度以下 1.18%
平成29、30年度とも
11月末実績

12,387件 前年度以上 ☆　23,448件 平成30年度は12月末実績

92.1% 94.1% 91.37%
平成29年度は11月、
30年度は11月末実績

73.9% 前年度以上 42.55% 平成30年度は11月末実績

0.130% 前年度以下 0.138% 平成30年度は11月末実績

返納金債権の発生防止のた
めの保険証回収強化、債権
回収業務の推進

日本年金機構回収分も含めた資格喪失後1
か月以内の保険証回収率

返納金債権（資格喪失後受診に係るものに
限る。）の回収率

医療給付費総額に占める資格喪失後受診
に伴う返納金の割合

（注）☆はすでに数値目標を達成したもの

平成30年度　神奈川支部事業実施状況（数値実績）

指標

社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率

診療内容等査定効果額

患者照会件数

多受診者への適正受診指導件数

情報提供サービスの利用拡大（払い出し）

効果的なレセプト点検の推
進

施術箇所３部位以上、かつ月15日以上の施
術の申請の割合柔道整復施術療養費等の

照会業務の強化

外傷点検



１．基盤的保険者機能関係

項　　目 平成29年度実績 平成30年度目標 平成30年度実績 備考

7.1% 前年度以上 △10.58% 平成30年度は11月末実績

△12.3％ 前年度以上 △14.67% 平成30年度は11月末実績

160件 80件以上 138件 平成30年度は11月末実績

100% 100% 100%
平成30年度は9月
支払までの実績

86.8% 87.0%以上 92.2% 平成30年度は12月末実績

限度額適用認定証の利用
促進

85.9% 前年度以上 87.6%
平成30年度は30.8月
末実績

82.3% 87.0%以上 87.0% 平成30年度は12月末実績

250件 前年度以上 ☆　15,695件

オンライン資格確認の導入
に向けた対応

11.6% 36.5%以上 57.1%
平成29年度は4～3
月、30年度は4～11月
の平均利用率

勧奨事業所件数
被扶養者資格の再確認の徹底

USBを配付した医療機関における利用率

サービススタンダードの達成状況

現金給付等の申請に係る郵送化率

サービス水準の向上

高額療養費制度に占める限度額適用認定
証の使用割合

確認書の提出率

（注）☆はすでに数値目標を達成したもの

現年度発生分債権金額回収率の伸び率

債権残高（全債権）の減少率

法的手続きの実施件数

指標

返納金債権の発生防止のた
めの保険証回収強化、債権
回収業務の推進



２．戦略的保険者機能関係

項　　目 平成29年度実績 平成30年度目標 平成30年度実績 備考

43.3% 46.0% 18.2% 平成30年度は9月末実績

生活習慣病予防健診実施率（実施者数） 48.2% 51.0％（302,072人） 27.9%(181,771人） 平成30年度は10月末実績

事業者健診データ取得率（取得数） 1.2% 2.5％（15,000人） 0.7％（4,437人） 平成30年度は11月末実績

特定健康診査実施率（実施者数） 21.0% 31,114人 14,756人 平成30年度は10月末実績

4.5% 14.5% 5.0% 平成30年度は9月末実績

特定保健指導実施率（実施者数） 4.4% 14.4％（9,382人） 12月時点でデータなし

特定保健指導実施率（実施者数） 7.1% 17.7％（326人） 12月時点でデータなし

10.9% 11.6% 11.0% 平成30年度は4～5月実績

電話による二次勧奨件数 未確定 3,265件 1,507件 平成30年度は11月末実績

主治医の指示に基づく保健指導件数 新規事業 15件 継続支援18名 平成30年度は12月末実績

健康経営（コラボヘルス）の
推進

98事業所 150事業所 ☆　176事業所 平成30年度は12月末実績

30.1% 前年の全国平均値以上 37.2% 平成30年度は12月末実績

20.51% 24.0％以上 ☆　33.8% 平成30年度は12月末実績

ジェネリック医薬品の使用促
進

73.3% 74.2％以上 74.8%
平成29年度は30年3月、
30年度は8月の使用割
合

医療データの分析に基づく地域
の医療提供体制への働きかけ

100% 100% ☆　100% 平成30年度は12月末実績

（注）☆はすでに数値目標を達成したもの

神奈川支部のジェネリック医薬品使用割合

地域医療構想調整会議への被用者保険の参加率

受診勧奨後3か月以内に医療機関を受診し
た者の割合

重症化予防対策の推進

宣言事業所数

広報活動における加入者理解率

全被保険者数に占める健康保険委員が委
嘱されている事業所の被保険者数の割合

広報活動や健康保険委員を
通じた加入者等の理解促進

特定保健指導の実施率の
向上及び平成30年度からの
制度見直しへの対応

特定保健指導実施率

被保険者（40歳以上）

被扶養者（40歳以上）

特定健診受診率

被保険者（40歳以上）

被扶養者（40歳以上）

特定健診受診率・事業者健
診データ取得率の向上

指標
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こちらの保険証をお持ちの方へのお知らせ 

限度額適用認定証を利用すると、窓口でのお支払いが自己負

担限度額までとなり、立替が発生せずに高額療養費の申請が

不要になります。 
※保険医療機関（入院・外来別）、保険薬局等それぞれの取扱いとなります。 

   保険外負担分（差額ベッド代など）や、入院時の食事負担額等は対象外となります。 

※同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあ 

 ります。  

※協会けんぽご加入中の70歳未満の方がご利用になれます。 

  また、70歳以上で3割負担の方も限度額適用認定証が必要な場合があります。 

 市町村民税が非課税などによる低所得者の方は、標準報酬月額等によりますが、「健康保 

 険限度額適用・標準負担額減額認定証」をご申請いただけます。 

《限度額適用認定証ご利用の流れ》 

(1)医療費が高額になりそう 

郵送での早目のお手続きがおススメです！ 

(2) 一週間ほどで｢限度額 (3) 受診するときに健康保険 

(4) 窓口でのお支払いが自己 

 なときは、「健康保険限 

お問い合わせ先 

☎045（339）5533 

協会けんぽ 検索 

全国健康保険協会

○○支部 

 度額適用認定申請書」を 

 協会けんぽにご提出 

適用認定証」が協会けん 

ぽから郵送されます 

 証と併せて、「限度額適用 

 認定証」を提示 

負担限度額までで済みます 

（ホームページはこちらからご覧いただけます） 

 

〒240-8515 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 

         横浜ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸｲｰｽﾄﾀﾜｰ２階 



ご本人（被保険者）の氏名・生年月日・住

被扶養者であるご家族のご利用を希望さ

れる場合は、ご家族の氏名を記入してくだ

ご本人（被保険者）が利用する場合は記入

窓口での交付は行いません、郵送のみの取り扱いとなり

有効期限は申請月（受付した月）の初日（または加入月に受付した場合は資格取

途中で７０歳になられる方、任意継続の期間満了になられる方は

場合は、高額療養費支給申請書をご提出ください（支給まで概ね４か月程度お待ちいただきま

・死亡された方の限度額適用認定証は交付できません、医療機関にお支払いの後に高額療養

切
り
取
っ
て
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す 

30.12 

送付を希望される場合は記入してください 

被保険者以外の方が申請する場合のみ記

健康保険証の記号番号をご記入いただけ

号を確認する書類と身元を確認する書類の添

（国民健康保険から協会けんぽ 切替用） 

         横浜ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸｲｰｽﾄﾀﾜｰ２階



限度額適用認定申請書の記入方法 

神奈川支部 30.12 



協会 太郎 

協会 花子 

✔ 

30  12      31  11 

○ 横浜市○○区○○ 

△－△ 
神奈川 ２４０  ００００   

キョウカイ   タロウ 

０４５  ×××  ××××   

被保険者情報欄 
ご本人（被保険者）の氏名・生年月日・住

所等・電話番号を記入してください 

※自署の場合は押印は不要です 

認定対象者欄 
被扶養者であるご家族のご利用を希望さ

れる場合は、ご家族の氏名を記入してくだ

さい 

ご本人（被保険者）が利用する場合は記入

不要です 

 

1.添付書類はありません、窓口での交付は行いません、郵送のみの取り扱いとなり

ます 

2.有効期限は申請月（受付した月）の初日（または加入月に受付した場合は資格取

得日）から最長１年です、途中で７０歳になられる方、任意継続の期間満了になられる方は
その期間までとなります 

・療養予定期間に受付した月より前の月をご記入いただいても遡ってご利用いただけません 

・限度額適用認定証の交付前の月に医療機関に自己負担限度額以上のご負担をされている

場合は、高額療養費支給申請書をご提出ください（支給まで概ね４か月程度お待ちいただきま

す） 

・死亡された方の限度額適用認定証は交付できません、医療機関にお支払いの後に高額療養

費支給申請書をご提出ください（支給まで概ね４か月程度お待ちいただきます） 

注意点 

18    10    1 

2 8 1 0    1 2 1 2 7 0 0 2 3 2 1 

限度額適用認定申請書の記入方法 

神奈川支部 30.12 

✔ 

送付希望先 
被保険者情報欄のご住所以外の場所に

送付を希望される場合は記入してください 
例：○○病院□□病棟△△号室協会花子宛 

申請代行者欄 
被保険者以外の方が申請する場合のみ記

入してください 

健康保険証の記号番号をご記入いただけ

れば、マイナンバーの記入は不要です 
マイナンバーをご記入いただいた場合は、番

号を確認する書類と身元を確認する書類の添

付が必要です。これらの書類が添付されてい

ない場合は、申請書を返戻させていただきま

すので、ご注意ください 





協会けんぽ神奈川支部の 
後発医薬品使用促進に向けた取り組み 

平成３１年１月１８日 

 

 

平成３１年１月１８日 
神奈川県後発医薬品使用促進協議会資料 
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＜内  容＞ 
 
１．後発医薬品使用割合  ………………………………… ３              
 
２．協会けんぽの取り組み  ……………………………… ５ 
 
３．協会けんぽのデータから見た今後の課題 … １７ 
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後発医薬品使用割合（神奈川県）の推移と目標 

51.2% 

58.4% 

63.1% 

68.6% 

73.0% 74.2% 

50.7% 

58.0% 
62.1% 

67.1% 
71.3% 72.3% 

40.0%

60.0%

80.0%

H26.3 H27.3 H28.3 H29.3 H30.3 H30.5 H32.9

全国 

神奈川県 

厚生労働省医政局経済課による 

「後発医薬品使用促進事業重点地域」指定 

目標 

80.0% 

 （注）「使用割合」とは、「後発医薬品のある先発医薬品」および「後発医薬品」を分母とした「後発医薬品」の割合をいう。 
 
（出所）厚生労働省「最近の調剤医療費（電算処理分）の動向」 

全国比▲１．７％ポイント 
かつ全国との差が拡大傾向 

１．後発医薬品使用割合 
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後発医薬品使用割合（協会けんぽ）の推移と目標 

53.5% 

60.3% 

65.0% 

70.4% 

75.0% 76.2% 

52.7% 

59.4% 

63.9% 

68.9% 

73.3% 74.4% 

40.0%

60.0%

80.0%

H26.3 H27.3 H28.3 H29.3 H30.3 H30.7 H32.9

全国平均 

神奈川支部 

神奈川支部の使用割合と 
全国平均の差は拡大傾向！ 

目標 

80.0% 
 

（注）「使用割合」とは、「後発医薬品のある先発医薬品」および「後発医薬品」を分母とした「後発医薬品」の割合をいう。 

１．後発医薬品使用割合 
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２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

単年度収支差 

準備金残高 

実 績 試 算 

３４年度以降、単年度収支
差は赤字になると試算！ 

２．協会けんぽの取り組み 

協会けんぽの財政（実績と試算結果） 

2019/01/18 ©全国健康保険協会神奈川支部 

（億円） 

（出所）協会けんぽ第９３回運営委員会（平成３０年９月１３日）資料。 
     なお、上記試算結果の前提条件は、保険料率は１０％据え置き、３２年度以降の賃金上昇率は０．６％で一定。 



２．協会けんぽの取り組み 

医療費適正化に向けた取り組み 

•服用する薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担の軽減額を加入者に通知
しています。 

ジェネリック医薬品の使用促進 

•医療機関からの保険請求の点検をしています。 

•経費の削減に取り組んでいます。 

レセプト点検・経費削減 

•健康づくりの入り口として健診や保健指導、重症化予防の取り組みを進めるとともに、２７
年度からは各支部ごとに、地域の特性に応じた「データヘルス計画」を実施しています。 

健診・保健指導 

•加入者のご家族が扶養家族の要件を満たしているかどうかを毎年確認しています。 

扶養家族の再確認 

•審査の厳格化等により、不正受給の防止を図っています。 

健康保険の正しい利用の促進 

©全国健康保険協会神奈川支部 2019/01/18 
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２．協会けんぽの取り組み 

インセンティブ制度の開始（３０年度本格実施） 

  新たに協会けんぽ全支部の後期高齢者支援金に係る保険料率の中に、インセンティブ制度の
財源となる保険料率（0.01％）を設定するとともに、支部ごとの加入者及び事業主の行動等を評
価し、その結果が上位過半数となる支部については、報奨金によるインセンティブを付与。 

制度趣旨 

■特定健診・特定保健指導の実
施率、後発医薬品の使用割合な
どの評価指標に基づき、支部ごと
の実績を評価する 

【制度のイメージ】 

■ランキングで上位過半数に該
当した支部については、支部ごと
の得点数に応じた報奨金によって
段階的な保険料率の引下げを行
う 

支部ごとのランキング 

＜上位＞ ＜下位＞ 

インセンティブ分保険料率 
（0.01％） 

インセンティブ 
（報奨金） 

0 

インセンティブ 

財源負担 

後発医薬品の使用割合など
が高まれば、保険料率引き
下げの可能性が高まる 



注１．協会けんぽ（一般分）の調剤レセプト（電子レセプトに限る）について集計したもの（算定ベース）。 
注２．「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。 
注３．加入者の適用されている事業所所在地別に集計したもの。 
注４．「新指標」は、[後発医薬品の数量]／（[後発医薬品のある先発医薬品の数量]＋[後発医薬品の数量]）で算出している。医薬品の区分
は、 
   厚生労働省「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」による。 

2019/01/18 ©全国健康保険協会神奈川支部 

ジェネリック医薬品使用割合（支部別） 
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支部別ジェネリック医薬品使用割合（数量ベース） 

（調剤分）新指標（平成３０年７月診療分） 

％ 

＜３８位＞ 

全国順位は３８位まで後退（２６年３月は３０位）！ 

２．協会けんぽの取り組み 



  ２６年３月 ２７年３月 ２８年３月 ２９年３月 ３０年３月 ３０年７月 30/7-26/3 

全 国 53.5  60.3  65.0  70.4  75.0  76.2 +22.7 

神 奈 川 52.7  59.4  63.9  68.9  73.3  74.4 +21.7 

（乖離幅） （▴0.8） （▴0.9） （▴1.1） （▴1.5） （▴1.7） （▴1.8） （▴1.0） 

茨 城 50.6  57.9  63.5  69.1  73.5  75.1 +24.5 

栃 木 51.9  58.7  64.4  70.2  75.5  76.6 +24.7 

群 馬 54.4  61.0  65.4  71.5  76.0  77.7 +23.3 

埼 玉 53.6  60.0  64.8  70.4  74.9 76.2 +22.6 

千 葉 53.3  60.7  64.8  70.3  75.0  76.4 +23.1 

東 京 52.2  58.9  63.2  68.3  72.8  74.1 +21.9 

新 潟 54.9  61.4  66.7  72.4  77.5  78.7 +23.8 

山 梨 44.9  50.9  55.9  62.1  67.2  70.7 +25.8 

長 野 56.4  64.1  68.7  73.6  77.5  78.6 +22.2 

2019/01/18 ©全国健康保険協会神奈川支部 

ジェネリック医薬品使用割合（関東甲信越１０支部） 

使用割合の伸び（２６年３月比）は１０支部中最小！ 

２．協会けんぽの取り組み 
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後発医薬品使用による加入者・県民のメリット 

• 薬代（薬剤料）の自己負担額の軽減       
（２９年度の実績：一人当たり約２１千円／年） 

自己負担額の軽減（直接的なメリット） 

• 医療給付費適正化による保険料率の逓減 

• インセンティブ制度による保険料率の逓減 

保険料率の逓減（間接的なメリット） 

２．協会けんぽの取り組み 



※ 実際に貼るかは 
  加入者の任意 

「お薬手帳」用の 
大きなシールも 

２．協会けんぽの取り組み 

ジェネリック希望シールの配布（加入者向け①） 

加入者のジェネリック医薬品処方希望の意思表示をサポート
するため、保険証に貼れるシールを保険証の郵送時に同封！ 

2019/01/18 ©全国健康保険協会神奈川支部 



２．協会けんぽの取り組み 

ジェネリック医薬品軽減額通知サービス（加入者向け②） 

通知 
対象者数 

軽減効果人
数 

軽減額／年 

２８年度 ２６６，３２９人 ６２，０５２人 約１１．３億円 

２９年度 ３１２，８１９人 ９０，７１８人 約１９．５億円 

（注）軽減額（年）は、「軽減額／月」×１２か月で算出した単純推計値 

2019/01/18 

◆神奈川支部における効果額（軽減額） 

 ＜通知対象＞ 
  ・年齢  ２０歳以上の加入者 
  ・軽減可能額 
   医科レセプト ６００円以上 
   調剤レセプト １００円以上（１回目） 
             ５０円以上（２回目） 
  ・対象の医薬品 
   生活習慣病や慢性疾患等 
   （一般的に長期間服用される先発医薬品） 

©全国健康保険協会神奈川支部 

神奈川支部の２９年度の切替率は 
２９．０％（全国平均比▲１．５％） 
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２．協会けんぽの取り組み 

インセンティブ制度の広報（加入者・事業所向け） 

 

裏面には、シミュレーション結果（神奈川支部の全国順位
は４６位であること）を記載 

５つの評価指標のうち「後発医薬品の使用割
合」を先頭に置いて、行動変容を呼び掛け 
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医療機関・調剤薬局に対する協力依頼 

協会けんぽの「軽減額通知サービス」では・・・ 

約３割の人しか
切替えない 

ジェネリック医薬品 
に対する不安 

 ◎医療機関・調剤薬局からの 
       より積極的なジェネリック医薬品の勧奨 

 ◎不安を抱いている患者の背中を押す情報提供 

不安解消への協力依頼が必要（特に初診） 

２．協会けんぽの取り組み 
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「見える化ツール」を活用したお知らせ（薬局向け） 

 

２．協会けんぽの取り組み 

個々の薬局に自薬局のＧＥ医薬品
処方割合をお知らせ！ 
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２．協会けんぽの取り組み 

神奈川県内の全薬局の中での 
自薬局の位置が把握可能！ 

「見える化ツール」を活用したお知らせ（薬局向け） 

 



ジェネリック医薬品使用割合（２次医療圏別） 
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３．協会けんぽのデータから見た今後の課題 

医療圏により使用割合に
大きな差がある！ 

（注）横浜は、旧２次医療圏別で使用割合を算出 

県平均 ７４．４％ 

２次医療圏 構成市区町村 

横 浜 北 部 鶴見、神奈川、港北、緑、青葉、都
築 

横 浜 西 部 西、保土ヶ谷、旭、戸塚、泉、瀬谷 

横 浜 南 部 中、南、港南、磯子、金沢、栄 

川 崎 北 部 高津、宮前、多摩、麻生 

川 崎 南 部 川崎、幸、中原 

相 模 原 相模原南、相模原緑、中央 

横須賀・三浦 横須賀、鎌倉、逗子、三浦、葉山 

湘 南 東 部 藤沢、茅ケ崎、寒川 

湘 南 西 部 平塚、秦野、伊勢原、大磯、二宮 

県 央 厚木、大和、海老名、座間、綾瀬、
愛川、清川 

県 西 小田原、南足柄、中井、大井、松
田、山北、開成、箱根、真鶴、湯河
原 



ジェネリック医薬品使用割合（２次医療圏別） 

2019/01/18 

◇調剤薬局所在地別のジェネリック医薬品使用割合（過去３年間の推移） 

©全国健康保険協会神奈川支部 

３．協会けんぽのデータから見た今後の課題 

（注）横浜は、旧２次医療圏別で使用割合を算出 

この３年間で、一地域（医療圏）
を除いた地域差は縮小 

湘南西部 
（６９．１％） 

川崎南部 
（７７．１％） 

県西 
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３．協会けんぽのデータから見た今後の課題 

ジェネリック医薬品使用割合（調剤薬局所在地別） 

     80％超             75～70％未満 
     70～75％未満     70％未満 
（注）町・村については所在郡で使用割合を表示 

使用割合が低い地域は集中 

市町村名 使用割合 

高 座 郡 ８２．６％ 

戸 塚 区 ８１．３％ 

瀬 谷 区 ８０．７％ 

足 柄 上 郡 ８０．６％ 

：         ： 

秦 野 市 ６７．９％ 

厚 木 市 ６５．７％ 

伊 勢 原 市 ５８．１％ 

平成３０年６月診療分 

秦野市 伊勢原市 

厚木市 

足柄上郡 

高座郡 

瀬谷区 

戸塚区 



都
道
府
県
コ
ー
ド 

都道府
県名 
※1 

ジェネリック医薬品
使用割合（全体） 
（※2、3、4、5） 

【医療機関の視点】                                         

院内処方 院外処方 

院内処方ジェネリック医薬品使用割合 

院内処方率 
（※6） 

院外処方ジェネリック医薬品使用割合           

      

入院 

外来 

  病院 診療所 
偏差値 

指標数
値 

影響度 
（※13） 

病院 診療所 

01 北海道 56 75.0  53 64.3  + 0.3 40 77.1  - 0.1 52 61.9  + 0.1 53 63.0  + 0.1 55 19.7  55 77.5  + 1.5 57 77.4  + 0.7 55 77.5  + 0.9 

02 青森 60 76.6  69 72.3  + 1.6 51 80.5  + 0.0 50 60.2  - 0.0 73 74.1  + 1.6 58 17.5  55 77.4  + 1.5 43 72.7  - 0.5 59 79.1  + 2.0 

03 岩手 67 79.6  61 68.4  + 1.0 59 83.1  + 0.1 62 69.9  + 0.3 58 65.7  + 0.5 58 17.8  68 81.9  + 5.2 72 82.6  + 1.8 66 81.6  + 3.4 

04 宮城 60 76.5  58 66.7  + 0.7 49 80.0  - 0.0 48 59.0  - 0.0 60 66.9  + 0.7 57 18.4  59 78.7  + 2.6 57 77.3  + 0.5 59 79.2  + 2.1 

05 秋田 54 74.4  46 60.8  - 0.3 57 82.5  + 0.0 60 67.9  + 0.2 39 55.6  - 0.7 60 16.4  54 77.0  + 1.2 63 79.3  + 1.3 49 75.6  - 0.1 

06 山形 60 76.8  65 70.7  + 1.8 50 80.3  - 0.0 60 68.1  + 0.2 66 70.1  + 1.6 51 22.5  59 78.7  + 2.4 57 77.4  + 0.5 59 79.2  + 1.9 

07 福島 55 74.5  61 68.7  + 1.4 44 78.6  - 0.0 54 63.7  + 0.2 64 69.2  + 1.3 50 23.1  52 76.3  + 0.5 48 74.4  - 0.1 53 76.9  + 0.7 

08 茨城 49 72.2  47 61.4  - 0.3 48 79.6  - 0.0 52 61.8  + 0.1 46 59.2  - 0.3 54 20.2  48 74.9  - 0.5 50 74.9  - 0.0 48 74.9  - 0.5 

09 栃木 48 71.7  46 60.5  - 0.7 44 78.6  - 0.0 57 65.9  + 0.5 41 56.5  - 1.0 39 30.9  53 76.5  + 0.7 49 74.8  - 0.0 54 77.2  + 0.7 

10 群馬 52 73.5  58 66.8  + 1.4 51 80.7  + 0.0 51 61.0  + 0.0 61 67.2  + 1.6 32 35.4  55 77.2  + 1.1 53 76.1  + 0.2 56 77.8  + 0.9 

11 埼玉 52 73.6  49 62.5  - 0.1 47 79.6  - 0.0 54 63.3  + 0.1 48 60.3  - 0.1 57 18.4  52 76.1  + 0.4 52 75.7  + 0.1 51 76.3  + 0.3 

12 千葉 54 74.4  54 64.7  + 0.3 60 83.5  + 0.1 64 71.3  + 0.4 47 59.8  - 0.2 57 18.3  53 76.5  + 0.7 53 76.1  + 0.3 52 76.6  + 0.5 

13 東京 40 68.8  41 58.1  - 0.7 56 82.2  + 0.0 41 53.5  - 0.3 39 55.3  - 0.6 59 16.7  36 70.7  - 4.1 37 70.7  - 0.9 36 70.7  - 3.2 

14 神奈川 49 72.4  48 61.7  - 0.1 61 83.8  + 0.1 59 67.2  + 0.2 38 55.0  - 0.5 65 13.0  45 73.9  - 1.5 51 75.5  + 0.1 43 73.4  - 1.6 
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３．協会けんぽのデータから見た今後の課題 

「ジェネリックカルテ」から見える課題（神奈川県） 

ジェネリックカルテとは・・・ 
◆地域ごとの阻害要因を「見える化」する。 
◆対策の優先順位をつけ、取組のパフォーマンスを高める。 

ジェネリックカルテ（Ｈ３０.４） 偏差値：緑色が偏差値５０以上、赤色が偏差値５０以下の項目。色が濃いほど偏差値が高い（低い）。 

影響度：影響度が＋０．６の場合、当該指標が県全体のジェネリック割合を０．６％引き上げていることを意味する。 

【注】「ジェネリックカルテ」の
「使用割合」は、調剤だけで
はなく、医科、ＤＰＣ、歯科を
含めた使用割合である。 



2019/01/18 ©全国健康保険協会神奈川支部 

３．協会けんぽのデータから見た今後の課題 

「ジェネリックカルテ」から見える課題（神奈川県） 

視  点 全 国 神奈川 

【医療機関の視点】 

院内処方ＧＥ使用割合(%) ６２．８ ６１．７ 

院外処方ＧＥ使用割合(%) ７５．６ ７３．９ 

院外処方一般名処方率(%) ４９．７ ４９．２ 

【薬局の視点】 

（再掲）院外処方ＧＥ使用割合(%) ７５．６ ７３．９ 

一般名処方限定調剤ＧＥ使用割合(%) ８４．０ ８１．２ 

【患者の視点】 

加入者ＧＥ拒否割合(%) ９．１ ８．６ 

公費対象者ＧＥ使用割合(%) ６２．１ ６４．３ 

ＧＥ使用割合（％） ７２．７ ７２．４ 

（注）平成３０年４月診療分 

◆神奈川は、院内処方・院
外処方ともに後発医薬品使
用割合が低い。 

◆神奈川は、一般名処方率
および一般名処方での後発
医薬品使用割合が低い。 

◆神奈川は、加入者拒否割
合は低いが、年齢階級別に
みると課題がある（後述）。 
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３．協会けんぽのデータから見た今後の課題 

「ジェネリックカルテ」から見える課題（神奈川県） 

（注）平成３０年４月診療分 

院内処方 院外処方 一般名処方率 

全体 入院 
外来 

（病院） 
外来 

（診療所） 
全体 

外来 
（病院） 

外来 
（診療所） 

全体 
外来 

（病院） 
外来 

（診療所） 

全  国 ６２．８ ８０．４ ６０．４ ６１．４ ７５．６ ７５．１ ７５．８ ４９．７ ２９．５ ５４．３ 

神奈川 ６１．７ ８３．８ ６７．２ ５５．０ ７３．９ ７５．５ ７３．４ ４９．２ ３７．０ ５１．１ 

影響度 －０．１ ＋０．１ ＋０．２ －０．５ －１．５ ＋０．１ －１．６ －０．２ ＋０．８ －１．０ 

◆神奈川は、院内・院外処方、一般名処方率とも全国平均を下回っている。 
◆病院と診療所に分けて見ると、病院は全国平均を上回っている一方、診療 
  所は全国平均を下回っている。 

【医療機関の視点】 
（％） 

 影響度は偏差値５０からの差分が、県全体のジェネリック医薬品使用割合に与える影響を示す。例えば、影響度が＋０．６

ならば、当該指標が県全体のジェネリック割合を０．６％引き上げていることを意味する。 



全 体 0～6歳 7～14歳 15～39歳 40～59歳 60歳以上 

全  国 ７２．７ ６９．８ ６３．７ ７３．０ ７３．５ ７３．３ 

神奈川 ７２．４ ６５．８ ６２．５ ７３．６ ７３．６ ７２．９ 

影響度 － －０．３ －０．１ ＋０．１ ＋０．１ －０．１ 
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３．協会けんぽのデータから見た今後の課題 

「ジェネリックカルテ」から見える課題（神奈川県） 

（注）平成３０年４月診療分 

◆神奈川は、０～１４歳の層の使用割合が全国平均を下回っている。 
  とくに０～６歳は全国平均とのかい離幅が大きい。 
◆また、神奈川は、６０歳以上の層の使用割合が全国平均を下回っている。 

【年齢階級別の視点】 
（％） 

 影響度は偏差値５０からの差分が、県全体のジェネリック医薬品使用割合に与える影響を示す。例えば、影響度が＋０．６

ならば、当該指標が県全体のジェネリック割合を０．６％引き上げていることを意味する。 
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協会けんぽ神奈川支部の今後の取り組み（予定） 

• ジェネリックカルテを用いた、施策の優先順位付け 

• カルテを踏まえた自治体や関係団体へのアプローチ 

「ジェネリックカルテ」を用いた施策の検討 

• 加入者向けの軽減額通知の継続送付 

ジェネリック医薬品軽減額通知サービス 

• 「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」の送付 

「見える化」ツールによる医療機関・調剤薬局へのアプ
ローチ 

３．協会けんぽのデータから見た今後の課題 


